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各郡市等医師会担当理事 殿

大分県医師会常任理事 井 上 雅 公

「新生児聴覚検査の実施について」の一部改正について

こども家庭庁より標記厚労省通知の改正について周知方依頼が発出された旨、

日医から別紙のとおり連絡が参りましたので、貴会関係医療機関への周知方ご高配の程、

よろしくお願い申し上げます。
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「新生児聴覚検査の実施について」の一部改正について 

 

今般、「新生児聴覚検査の実施について」の一部改正について、こども家庭庁成

育局母子保健課より本会に対しても周知方依頼がありました。 

本件は、小児難聴の主要な原因の一つである先天性サイトメガロウイルス感染症

について、症候性先天性サイトメガロウイルス感染症に対する治療薬が初めて保険

適用されたことや新生児聴覚検査の確認検査でリファー（要再検）になった場合、

生後３週間以内に先天性サイトメガロウイルス感染症の検査を行うことが強く推

奨されていることから、母子保健法施行規則の一部を改正する内閣府令として、母

子保健法施行規則（昭和四十年厚生省令第五十五号）の一部を改正したことを踏ま

え、同通知の一部を別紙新旧対照表のとおり改正し、令和７年４月１日から適用す

るものです。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただき、新生児聴覚

検査の円滑な実施に向け、郡市区医師会および関係医療機関等への周知方、ご高配

のほどよろしくお願い申し上げます 

 

（添付資料） 

・【通知】「新生児聴覚検査の実施について」の一部改正について（関係団体宛） 

・【別紙】新旧対照表 

・【改正後全文】新生児聴覚検査の実施について 

・【通知】「新生児聴覚検査の実施について」の一部改正について（自治体宛） 

 

 



 

こ 成 母 第 7 9 2 号 

令 和 ６ 年 1 2 月 2 7 日 
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こども家庭庁成育局母子保健課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

「新生児聴覚検査の実施について」の一部改正について 

 

母子保健行政の推進につきましては、かねてより格段の御配意を賜り、深く

感謝申し上げます。 

新生児聴覚検査については、「新生児聴覚検査の実施について」（平成 19年

１月 29日雇児母発第 0129002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課

長通知）により行われているところです。 

小児難聴の主要な原因の一つである先天性サイトメガロウイルス感染症につ

いて、症候性先天性サイトメガロウイルス感染症に対する治療薬が初めて保険

適用されたことや新生児聴覚検査の確認検査でリファー（要再検）になった場

合、生後３週間以内に先天性サイトメガロウイルス感染症の検査を行うことが

強く推奨されていることから、母子保健法施行規則の一部を改正する内閣府令

として、母子保健法施行規則（昭和四十年厚生省令第五十五号）の一部を改正

したことを踏まえ、同通知の一部を別紙新旧対照表のとおり改正し、令和７年

４月１日から適用することといたしました。主な改正の内容は下記のとおりで

す。 

ついては、本通知の内容を御了知の上、貴会会員に対する周知をお願いいた

します。 

なお、各自治体に対しても、別添のとおり、周知しておりますので御了知い

ただきますようお願い申し上げます。 

公益社団法人日本医師会 

公益社団法人日本産科婦人科学会 

公益社団法人日本産婦人科医会 

公益社団法人日本小児保健協会 

公益社団法人日本小児科学会 

公益社団法人日本小児科医会 

公益社団法人日本看護協会 

公益社団法人日本助産師会 



 

 

記 

 

改正の内容 

・ 新生児聴覚検査の受診結果を確認し、確認検査でリファー（要再検）

となった児やフォローが必要な児とその保護者に対する適切な指導やフ

ォローを行うこと。特に確認検査でリファー（要再検）であった場合、

先天性サイトメガロウイルス感染症の検査の実施状況を確認し、必要に

応じた指導やフォローを行う旨を追記したこと。 

・ リファー（要再検）となった児の保護者に対するロードマップの作成

に当たっては、平成 31年度厚生労働省子ども・子育て支援推進調査研

究事業で作成された「新生児聴覚検査から療育までを遅滞なく円滑に実

施するための手引き書」を参考にすることとお示ししていたが、この手

引書については近年の新たな知見を踏まえておらず、記述を削除したこ

と。 

・ 別添１「医療機関における新生児聴覚検査に関する留意事項」におい

て、精密検査は、先天性サイトメガロウイルス感染症の尿核酸検査が陽

性の場合は２か月以内、陰性の場合は遅くとも生後３か月以内を目途に

実施することが望ましい旨を追記したこと。 

 

 

 

 



【別紙】新旧対照表 下線部分は、改正部分 

新 旧 
 雇児母発第 0129002号 

平成 19年１月 29日 

[改正経過] 平成 28年３月 29日 雇児母発 0329第 2号 
平成 28年９月 30日 雇児母発 0930第 3号 
平成 29 年 12 月 28 日 子母発 1228 第１号 
令和２年３月 31 日 子母発 0331 第３号 
令和４年７月 21 日 子母発 0721 第１号 
令和５年 10 日３日 こ成母第２７７号 
令和６年 12 日 21 日 こ成母第７９１号 

  都道府県 
各  市 町 村 母子保健主管部（局）長 殿 
    特 別 区 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長 

新生児聴覚検査の実施について 

 聴覚障害は、早期に発見され適切な支援が行われた場合には、聴
覚障害による音声言語発達等への影響が最小限に抑えられることか
ら、その早期発見・早期療育を図るために、全ての新生児を対象とし
て新生児聴覚検査を実施することが重要である。 
このため、市町村（特別区を含む。以下同じ。）におかれては、下

記に御留意の上、新生児聴覚検査の実施に積極的に取り組まれるよ
うお願いする。 
都道府県におかれては、本通知の内容を御了知の上、新生児聴覚

検査の意義等に係る管内広域にわたる周知啓発や、療育機関や医療
機関等の関係機関との連携体制づくり等について、積極的な取組と
管内市区町村への周知・指導を行っていただくようお願いする。ま

 雇児母発第 0129002号 
平成 19年１月 29日 

[改正経過] 平成 28年３月 29日 雇児母発 0329第 2号 
平成 28年９月 30日 雇児母発 0930第 3号 
平成 29 年 12 月 28 日 子母発 1228 第１号 
令和２年３月 31 日 子母発 0331 第３号 
令和４年７月 21 日 子母発 0721 第１号 
令和５年 10 日３日 こ成母第２７７号 

  都道府県 
各  市 町 村 母子保健主管部（局）長 殿 
    特 別 区 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長 

新生児聴覚検査の実施について 

 聴覚障害は、早期に発見され適切な支援が行われた場合には、聴
覚障害による音声言語発達等への影響が最小限に抑えられることか
ら、その早期発見・早期療育を図るために、全ての新生児を対象とし
て新生児聴覚検査を実施することが重要である。 
このため、市町村（特別区を含む。以下同じ。）におかれては、下

記に御留意の上、新生児聴覚検査の実施に積極的に取り組まれるよ
うお願いする。 
都道府県におかれては、本通知の内容を御了知の上、新生児聴覚

検査の意義等に係る管内広域にわたる周知啓発や、療育機関や医療
機関等の関係機関との連携体制づくり等について、積極的な取組と
管内市区町村への周知・指導を行っていただくようお願いする。ま



た、医療機関に対する周知啓発に当たっては、別添１及び別添２の
資料を参考とされたい。 
 なお、新生児聴覚検査費については、平成 18年度をもって国庫補
助を廃止し、平成 19年度より市町村に対して地方交付税措置が講じ
られてきたところであるが、令和４年度には、市町村における新生
児聴覚検査の公費負担の実施実態を踏まえ、これまでの少子化対策
に関係する経費の内数としての算定から、保健衛生費における算定
に変更された。令和６年度からは、普通交付税の算定費目「こども子
育て費」の創設に伴い、保健衛生費からこども子育て費における算
定に移行し、新生児聴覚検査費として所要の金額が計上されている
ことを申し添える。 
 おって、本通知は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 245条
の４第１項に規定する技術的な助言として発出するものであること
を申し添える。 
 

記 
 
１ 新生児聴覚検査の実施について 
（１）市町村は、聴覚検査方法の開発の進展や新生児期に聴覚能力

を判定できる検査機器の普及等により、大半の医療機関におい
て聴覚能力をスクリーニングできる体制が整備されている状況
を踏まえ、管内の全ての新生児に対し新生児聴覚検査が実施さ
れるよう、次の取組を行うよう努めること。 
① 新生児の訪問指導や乳幼児全戸訪問等の際に、母子健康手
帳を活用し、以下を行うこと。 
ア 新生児聴覚検査の受診状況を確認し、検査を受けていな
い児がいた場合、保護者等に対し、検査の受診勧奨を行う
こと。その際、病院の外来で検査を受診できる機関も併せ
て案内する。 

  なお、当該機関の把握に際しては、都道府県が主催する
協議会などを活用するなどにより、情報収集を行う。 

イ 新生児聴覚検査の受診結果を確認し、確認検査でリファ
ー（要再検）となった児やフォローが必要な児とその保護
者に対する適切な指導やフォローを行うこと。特に確認検
査でリファー（要再検）であった場合、先天性サイトメガ
ロウイルス感染症の検査（※）の実施状況を確認し、必要に

た、医療機関に対する周知啓発に当たっては、別添１及び別添２の
資料を参考とされたい。 
 なお、新生児聴覚検査費については、平成 18年度をもって国庫補
助を廃止し、平成 19年度より市町村に対して地方交付税措置が講じ
られてきたところであるが、令和４年度には、市町村における新生
児聴覚検査の公費負担の実施実態を踏まえ、これまでの少子化対策
に関係する経費の内数としての算定から、保健衛生費における算定
に変更し、新生児聴覚検査費として所要の金額が計上されたことを
申し添える。 
 
 
 おって、本通知は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 245条
の４第１項に規定する技術的な助言として発出するものであること
を申し添える。 
 

記 
 
１ 新生児聴覚検査の実施について 
（１）市町村は、聴覚検査方法の開発の進展や新生児期に聴覚能力

を判定できる検査機器の普及等により、大半の医療機関におい
て聴覚能力をスクリーニングできる体制が整備されている状況
を踏まえ、管内の全ての新生児に対し新生児聴覚検査が実施さ
れるよう、次の取組を行うよう努めること。 
① 新生児の訪問指導や乳幼児全戸訪問等の際に、母子健康手
帳を活用し、以下を行うこと。 
ア 新生児聴覚検査の受診状況を確認し、検査を受けていな
い児がいた場合、保護者等に対し、検査の受診勧奨を行う
こと。その際、病院の外来で検査を受診できる機関も併せ
て案内する。 

  なお、当該機関の把握に際しては、都道府県が主催する
協議会などを活用するなどにより、情報収集を行う。 

イ 新生児聴覚検査の受診結果を確認し、確認検査でリファ
ー（要再検）となった児や要支援児とその保護者に対する
適切な指導援助を行うこと。 

 
 



応じたフォローを行う。 
  （※ 生後３週間以内に尿を採取し、先天性サイトメガロウイルス

感染症の尿核酸検査を実施することが強く推奨されている。） 

なお、検査の結果、フォローが必要と判断された児に対
する療育は、遅くとも生後６か月頃までに開始されること
が望ましいこととされていることから、その時期までに管
内の新生児を含む全ての乳児に対し受診状況の確認を行
うよう努めること。 
また、確認した受診状況等については、市町村において

とりまとめ、継続的な検査実施状況等（受診者数、未受診
者数、受診率、検査結果、フォローが必要な児の数等）の
把握に活用すること。 

② 新生児聴覚検査に係る費用について公費負担を行い、受診
者の経済的負担の軽減を積極的に図ること。 

（２）市町村は、（１）の取組を行うに当たって、検査により把握さ
れたフォローが必要な児に対する療育が遅滞なく実施されるよ
う、別添２の新生児聴覚検査の流れを参考とすること。 

 
 
２ 周知啓発 

市町村は、周知啓発に当たり次に留意すること。 
（１）市町村は、リファー（要再検）となった児の保護者について、

精密検査を要する際や、難聴と診断された場合に、精密検査機
関のリスト（別添２参照）やロードマップ等を活用して、遅滞な
く精密検査を受検できるよう勧奨することが望ましい。また、
確認検査でリファー（要再検）となった児の保護者に対し、必要
に応じて、先天性サイトメガロウイルス感染症の検査について
の情報提供を行うことも考慮すること。 

 
 
 

 
（２）精密検査後の療育については、児のニーズに応じた選択肢（手

話、補聴器、人工内耳等）などの情報提供を適切に行う。 
なお、情報提供するための選択肢については、都道府県が設

置する協議会を活用するなど、都道府県や関係機関と連携し、

 
 
 

なお、検査の結果、支援が必要と判断された児に対する
療育は、遅くとも生後６か月頃までに開始されることが望
ましいこととされていることから、その時期までに管内の
新生児を含む全ての乳児に対し受診状況の確認を行うよ
う努めること。 
また、確認した受診状況等については、市町村において

とりまとめ、継続的な検査実施状況等（受診者数、未受診
者数、受診率、検査結果、要支援児数等）の把握に活用す
ること。 

② 新生児聴覚検査に係る費用について公費負担を行い、受診
者の経済的負担の軽減を積極的に図ること。 

（２）市町村は、（１）の取組を行うに当たって、検査により把握さ
れた要支援児に対する療育が遅滞なく実施されるよう、別添２
の新生児聴覚検査の流れを参考とすること。 

 
 
２ 周知啓発 

市町村は、周知啓発に当たり次に留意すること。 
（１）市町村は、リファー（要再検）となった児の保護者について、

精密検査を要する際や、難聴と診断された場合に、精密検査機
関のリスト（別添２参照）やロードマップ等を活用して、遅滞な
く精密検査を受検できるよう勧奨することが望ましい。また、
確認検査でリファー（要再検）となった児の保護者に対し、必要
に応じて、先天性サイトメガロウイルス感染症の検査について
の情報提供を行うことも考慮すること。 

なお、ロードマップの作成に当たっては、平成 31年度厚生労
働省子ども・子育て支援推進調査研究事業で作成された「新生
児聴覚検査から療育までを遅滞なく円滑に実施するための手
引き書」（以下「手引き書の例」という。）を参考にすること。 

（２）精密検査後の療育については、児のニーズに応じた選択肢（手
話、補聴器、人工内耳等）などの情報提供を適切に行う。 

なお、情報提供するための選択肢については、都道府県が設
置する協議会を活用するなど、都道府県や関係機関と連携し、



地域資源の把握に努めること。 
（３）新生児聴覚検査の目的や検査方法等について、保護者又は関

係者等に対して、あらゆる機会を通じて周知徹底を図ること。 
（４）母子健康手帳の交付、妊産婦健康診査、出産前の両（母）親学

級等の機会を活用し、住民に対し新生児聴覚検査についての普
及啓発を行うこと。 

 
３ 関係機関の連携等 
（１）都道府県は、管内の市町村において、新生児に対する検査が適

切に実施され、検査により把握されたフォローが必要な児及び
その保護者に対する多面的な支援が円滑に行われるよう、行政
機関、療育機関、医療機関、教育機関、地域の医師会、患者会等
の関係機関・関係団体から構成される協議会を開催し、都道府
県単位で連携体制を構築すること。 

協議会においては、市町村における実施状況等（公費負担の
実施、検査の受診者数・未受診者数・受診率・検査結果等、受
診勧奨、早期療育への支援状況等）や医療機関における検査の
実施状況等を把握し、必要な対策について協議すること。その
際、確認検査でリファー（要再検）となった児に対し、生後３
週間以内に先天性サイトメガロウイルス感染症の検査を実施
することが強く推奨されていることを踏まえた対応について
も協議すること。 

（２）市町村は、公費負担に係る産科医療機関からの請求書などを
通して、検査日時・受検結果・検査機器・リファー（要再検）の
状況を把握するよう努める。 

その際、医療機関と連携する中で、詳細な報告書を得られる
場合には、リファー（要再検）となった児に対して、医療機関
が紹介した精密検査機関名等を把握するよう努めること。 

（３）（１）の連携体制のもとで、新生児聴覚検査から療育までを遅
滞なく円滑に実施できるよう、手引き等を作成することが望ま
しい。 

（４）検査結果等の個人情報の取扱いには十分留意すること。 
 
 
 
 

地域資源の把握に努めること。 
（３）新生児聴覚検査の目的や検査方法等について、保護者又は関

係者等に対して、あらゆる機会を通じて周知徹底を図ること。 
（４）母子健康手帳の交付、妊産婦健康診査、出産前の両（母）親学

級等の機会を活用し、住民に対し新生児聴覚検査についての普
及啓発を行うこと。 

 
３ 関係機関の連携等 
（１）都道府県は、管内の市町村において、新生児に対する検査が適

切に実施され、検査により把握された要支援児及びその保護者
に対する多面的な支援が円滑に行われるよう、行政機関、療育
機関、医療機関、教育機関、地域の医師会、患者会等の関係機
関・関係団体から構成される協議会を開催し、都道府県単位で
連携体制を構築すること。 

協議会においては、市町村における実施状況等（公費負担の
実施、検査の受診者数・未受診者数・受診率・検査結果等、受
診勧奨、早期療育への支援状況等）や医療機関における検査の
実施状況等を把握し、必要な対策について協議すること。その
際、確認検査でリファー（要再検）となった児に対する先天性
サイトメガロウイルス感染症の検査が強く推奨されているこ
とを踏まえた対応についても協議すること。 
 

（２）市町村は、公費負担に係る産科医療機関からの請求書などを
通して、検査日時・受検結果・検査機器・リファー（要再検）の
状況を把握するよう努める。 

その際、医療機関と連携する中で、詳細な報告書を得られる
場合には、リファー（要再検）となった児に対して、医療機関
が紹介した精密検査機関名等を把握するよう努めること。 

（３）（１）の連携体制のもとで、新生児聴覚検査から療育までを遅
滞なく円滑に実施できるよう、手引き等を作成することが望ま
しい。その際、手引き書の例を参考にすること。 

（４）検査結果等の個人情報の取扱いには十分留意すること。 
 
 
 
 



【別添１】 
 

医療機関における新生児聴覚検査に関する留意事項 
 
１ 検査体制の整備 
（１）分娩取扱機関においては、必要な検査機器の整備及び検査

担当者の配置、又は、検査を実施する医療機関との連携体制
の構築により、出生児に対し新生児聴覚検査を早期に実施で
きる体制を整えること。新生児聴覚検査を実施する機関（以
下「検査機関」という。）については、リファー（要再検）の
ケースについては、精密検査を実施する医療機関に適切につ
なげられるよう、連携体制の構築を図ること。 

（２）確認検査でリファー（要再検）となった児が、生後３週間
以内に先天性サイトメガロウイルス感染症の検査を受ける
ことが強く推奨されていることを踏まえ、検査機関において
は、新生児聴覚検査の確認検査でリファー（要再検）となっ
たケースについて、先天性サイトメガロウイルス感染症の検
査を必要に応じて遅滞なく実施できる体制を整えること。ま
た、先天性サイトメガロウイルス感染症の検査が陽性のケー
スについて、適切な治療を行うことができる体制（小児科等
の医療機関との連携体制を含む。）の構築を図ること。 

（３）精密検査を実施する医療機関は、精密検査の結果、異常が
あると認められた児に対する療育が早期に開始されるよう、
療育機関との連携体制の構築を図ること。 

 
２ 検査機関における対応 
（１）検査機関は、検査の実施に当たり、保護者に誤解や過剰な

不安感を与えないよう、保護者に対し、検査の目的・内容・
方法についてわかりやすく説明するよう努めること。 

（２）検査機関は、検査の結果、リファー（要再検）のケースに
ついては、保護者に対し十分な説明を行うよう努めること。
また、確認検査でリファー（要再検）のケースについては、
生後３週間以内の先天性サイトメガロウイルス感染症の検査
を実施することが強く推奨されていることに留意し、適切な
対応を行うこと。 

（３）検査機関は、保護者に説明し同意を得た上で、母子健康手

【別添１】 
 

医療機関における新生児聴覚検査に関する留意事項 
 
１ 検査体制の整備 
（１）分娩取扱機関においては、必要な検査機器の整備及び検査

担当者の配置、又は、検査を実施する医療機関との連携体制
の構築により、出生児に対し新生児聴覚検査を早期に実施で
きる体制を整えること。新生児聴覚検査を実施する機関（以
下「検査機関」という。）については、リファー（要再検）の
ケースについては、精密検査を実施する医療機関に適切につ
なげられるよう、連携体制の構築を図ること。 

（２）確認検査でリファー（要再検）となった児が、生後３週間
以内に先天性サイトメガロウイルス感染症の検査を受ける
ことが推奨されていることを踏まえ、検査機関においては、
新生児聴覚検査の確認検査でリファー（要再検）となったケ
ースについて、先天性サイトメガロウイルス感染症の検査を
必要に応じて遅滞なく実施できる体制を整えること。また、
先天性サイトメガロウイルス感染症の検査が陽性のケース
について、適切な治療を行うことができる体制（小児科等の
医療機関との連携体制を含む。）の構築を図ること。 

（３）精密検査を実施する医療機関は、精密検査の結果、異常が
あると認められた児に対する療育が早期に開始されるよう、
療育機関との連携体制の構築を図ること。 

 
２ 検査機関における対応 
（１）検査機関は、検査の実施に当たり、保護者に誤解や過剰な

不安感を与えないよう、保護者に対し、検査の目的・内容・
方法についてわかりやすく説明するよう努めること。 

（２）検査機関は、検査の結果、リファー（要再検）のケースに
ついては、保護者に対し十分な説明を行うよう努めること。
また、確認検査でリファー（要再検）のケースについては、
生後３週間以内の先天性サイトメガロウイルス感染症の検査
を実施することが推奨されていることに留意し、適切な対応
を行うこと。 

（３）検査機関は、保護者に説明し同意を得た上で、母子健康手



帳に検査機器・検査年月日・結果等を記録すること若しくは
検査結果の写しを添付すること、又は、検査結果の写しを保
護者に渡すことに努めること。指定養育医療機関において、
聴覚検査を実施する場合においても同様であること。 

 
３ 検査時期 
（１）分娩取扱機関において新生児聴覚検査を実施する場合は、

おおむね生後３日以内に行う初回検査の結果、リファー（要
再検）のケースについては、おおむね生後１週間以内に確認
検査を行うこと。分娩取扱機関において新生児聴覚検査を実
施しない場合は、出生児が退院後可能な限り早期に検査を受
診できるよう、検査機関との連携を図ること。 
確認検査でリファー（要再検）となった児が、生後３週間

以内に先天性サイトメガロウイルス感染症の検査を受ける
ことが強く推奨されていることを踏まえ、出生児が早期に検
査を受診できるよう、留意すること。 

 
（２）精密検査は、先天性サイトメガロウイルス感染症の尿核酸

検査が陽性の場合は生後２か月以内に、陰性の場合は遅くと
も生後３か月以内を目途に実施することが望ましいこと。精
密検査を実施する機関は、予約待機時間等、診断に遅れが生
じないよう配慮すること。 

（３）精密検査の結果、支援が必要と判断された児については、
保護者に、児のニーズに応じた療育の選択肢（手話、補聴器、
人工内耳等）等の適切な情報提供を行ったうえで、遅くとも
生後６か月頃までに療育が開始されることが望ましいこと。 

（４）未熟児など特別な配慮が必要な児への検査時期については、
（１）から（３）までにかかわらず、医師により適切に判断
されることが望ましいこと。 

 
４ 検査方法 

聴神経難聴スペクトラム（Auditory neuropathy spectrum 
disorders(ＡＮＳＤ)）では、内耳機能は正常又は正常に近いた
め耳音響放射検査（ＯＡＥ）ではパス（反応あり）となるもの
の、聴神経機能は異常であるため自動聴性脳幹反応検査（自動
ＡＢＲ）ではリファー（要再検）となる。このため、初回検査

帳に検査機器・検査年月日・結果等を記録すること若しくは
検査結果の写しを添付すること、又は、検査結果の写しを保
護者に渡すことに努めること。指定養育医療機関において、
聴覚検査を実施する場合においても同様であること。 

 
３ 検査時期 
（１）分娩取扱機関において新生児聴覚検査を実施する場合は、

おおむね生後３日以内に行う初回検査の結果、リファー（要
再検）のケースについては、おおむね生後１週間以内に確認
検査を行うこと。 

（２）分娩取扱機関において新生児聴覚検査を実施しない場合は、
出生児が退院後可能な限り早期に検査を受診できるよう、検
査機関との連携を図ること。その際、確認検査でリファー（要
再検）となった児が、生後３週間以内に先天性サイトメガロ
ウイルス感染症の検査を受けることが推奨されていることを
踏まえ、出生児が早期に検査を受診できるよう、留意するこ
と。 

（３）精密検査は、遅くとも生後３か月頃までに実施することが
望ましいこと。精密検査を実施する機関は、予約待機時間等、
診断に遅れが生じないよう配慮すること。 

 
 
（４）精密検査の結果、支援が必要と判断された児については、

保護者に、児のニーズに応じた療育の選択肢（手話、補聴器、
人工内耳等）等の適切な情報提供を行ったうえで、遅くとも
生後６か月頃までに療育が開始されることが望ましいこと。 

（５）未熟児など特別な配慮が必要な児への検査時期については、
（１）から（４）までにかかわらず、医師により適切に判断
されることが望ましいこと。 

 
４ 検査方法 

聴神経難聴スペクトラム（Auditory neuropathy spectrum 
disorders(ＡＮＳＤ)）では、内耳機能は正常又は正常に近いた
め耳音響放射検査（ＯＡＥ）ではパス（反応あり）となるもの
の、聴神経機能は異常であるため自動聴性脳幹反応検査（自動
ＡＢＲ）ではリファー（要再検）となる。このため、初回検査



及び確認検査は自動聴性脳幹反応検査（自動ＡＢＲ）で実施す
ることが望ましいこと。 

 
５ その他 

検査機関は、新生児聴覚検査の精度の維持向上を図ることが
望ましいこと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

及び確認検査は自動聴性脳幹反応検査（自動ＡＢＲ）で実施す
ることが望ましいこと。 
 

５ その他 
検査機関は、新生児聴覚検査の精度の維持向上を図ることが

望ましいこと。 
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  都道府県 

各  市 町 村 母子保健主管部（局）長 殿 

    特 別 区 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長 

新生児聴覚検査の実施について 

 聴覚障害は、早期に発見され適切な支援が行われた場合には、聴覚障害による音声言語

発達等への影響が最小限に抑えられることから、その早期発見・早期療育を図るために、

全ての新生児を対象として新生児聴覚検査を実施することが重要である。 

このため、市町村（特別区を含む。以下同じ。）におかれては、下記に御留意の上、新

生児聴覚検査の実施に積極的に取り組まれるようお願いする。 

都道府県におかれては、本通知の内容を御了知の上、新生児聴覚検査の意義等に係る管

内広域にわたる周知啓発や、療育機関や医療機関等の関係機関との連携体制づくり等につ

いて、積極的な取組と管内市区町村への周知・指導を行っていただくようお願いする。ま

た、医療機関に対する周知啓発に当たっては、別添１及び別添２の資料を参考とされた

い。 

 なお、新生児聴覚検査費については、平成 18年度をもって国庫補助を廃止し、平成 19

年度より市町村に対して地方交付税措置が講じられてきたところであるが、令和４年度に

は、市町村における新生児聴覚検査の公費負担の実施実態を踏まえ、これまでの少子化対

策に関係する経費の内数としての算定から、保健衛生費における算定に変更された。令和

６年度からは、普通交付税の算定費目「こども子育て費」の創設に伴い、保健衛生費から

こども子育て費における算定に移行し、新生児聴覚検査費として所要の金額が計上されて

いることを申し添える。 

 おって、本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の４第１項に規定する技

術的な助言として発出するものであることを申し添える。 



 

 

記 

 

１ 新生児聴覚検査の実施について 

（１）市町村は、聴覚検査方法の開発の進展や新生児期に聴覚能力を判定できる検査機

器の普及等により、大半の医療機関において聴覚能力をスクリーニングできる体制

が整備されている状況を踏まえ、管内の全ての新生児に対し新生児聴覚検査が実施

されるよう、次の取組を行うよう努めること。 

① 新生児の訪問指導や乳幼児全戸訪問等の際に、母子健康手帳を活用し、以下を

行うこと。 

ア 新生児聴覚検査の受診状況を確認し、検査を受けていない児がいた場合、保

護者等に対し、検査の受診勧奨を行うこと。その際、病院の外来で検査を受診

できる機関も併せて案内する。 

  なお、当該機関の把握に際しては、都道府県が主催する協議会などを活用す

るなどにより、情報収集を行う。 

イ 新生児聴覚検査の受診結果を確認し、確認検査でリファー（要再検）となっ

た児やフォローが必要な児とその保護者に対する適切な指導やフォローを行う

こと。特に確認検査でリファー（要再検）であった場合、先天性サイトメガロ

ウイルス感染症の検査（※）の実施状況を確認し、必要に応じたフォローを行

う。 

 （※ 生後３週間以内に尿を採取し、先天性サイトメガロウイルス感染症の尿核酸検

査を実施することが強く推奨されている。） 

なお、検査の結果、フォローが必要と判断された児に対する療育は、遅くと

も生後６か月頃までに開始されることが望ましいこととされていることから、

その時期までに管内の新生児を含む全ての乳児に対し受診状況の確認を行うよ

う努めること。 

また、確認した受診状況等については、市町村においてとりまとめ、継続的

な検査実施状況等（受診者数、未受診者数、受診率、検査結果、フォローが必

要な児の数等）の把握に活用すること。 

② 新生児聴覚検査に係る費用について公費負担を行い、受診者の経済的負担の軽

減を積極的に図ること。 

（２）市町村は、（１）の取組を行うに当たって、検査により把握されたフォローが必

要な児に対する療育が遅滞なく実施されるよう、別添２の新生児聴覚検査の流れを

参考とすること。 

 

２ 周知啓発 

市町村は、周知啓発に当たり次に留意すること。 

（１）市町村は、リファー（要再検）となった児の保護者について、精密検査を要する

際や、難聴と診断された場合に、精密検査機関のリスト（別添２参照）やロードマ

ップ等を活用して、遅滞なく精密検査を受検できるよう勧奨することが望ましい。

また、確認検査でリファー（要再検）となった児の保護者に対し、必要に応じて、



 

先天性サイトメガロウイルス感染症の検査についての情報提供を行うことも考慮す

ること。 

（２）精密検査後の療育については、児のニーズに応じた選択肢（手話、補聴器、人工

内耳等）などの情報提供を適切に行う。 

なお、情報提供するための選択肢については、都道府県が設置する協議会を活用

するなど、都道府県や関係機関と連携し、地域資源の把握に努めること。 

（３）新生児聴覚検査の目的や検査方法等について、保護者又は関係者等に対して、 

   あらゆる機会を通じて周知徹底を図ること。 

（４）母子健康手帳の交付、妊産婦健康診査、出産前の両（母）親学級等の機会を活用

し、住民に対し新生児聴覚検査についての普及啓発を行うこと。 

 

３ 関係機関の連携等 

（１）都道府県は、管内の市町村において、新生児に対する検査が適切に実施され、検

査により把握されたフォローが必要な児及びその保護者に対する多面的な支援が円

滑に行われるよう、行政機関、療育機関、医療機関、教育機関、地域の医師会、患

者会等の関係機関・関係団体から構成される協議会を開催し、都道府県単位で連携

体制を構築すること。 

協議会においては、市町村における実施状況等（公費負担の実施、検査の受診者

数・未受診者数・受診率・検査結果等、受診勧奨、早期療育への支援状況等）や医

療機関における検査の実施状況等を把握し、必要な対策について協議すること。そ

の際、確認検査でリファー（要再検）となった児に対し、生後３週間以内に先天性

サイトメガロウイルス感染症の検査を実施することが強く推奨されていることを踏

まえた対応についても協議すること。 

（２）市町村は、公費負担に係る産科医療機関からの請求書などを通して、検査日時・

受検結果・検査機器・リファー（要再検）の状況を把握するよう努める。 

その際、医療機関と連携する中で、詳細な報告書を得られる場合には、リファー

（要再検）となった児に対して、医療機関が紹介した精密検査機関名等を把握する

よう努めること。 

（３）（１）の連携体制のもとで、新生児聴覚検査から療育までを遅滞なく円滑に実施

できるよう、手引き等を作成することが望ましい。 

（４）検査結果等の個人情報の取扱いには十分留意すること。 

  



 

【別添１】 

 

医療機関における新生児聴覚検査に関する留意事項 

 

１ 検査体制の整備 

（１）分娩取扱機関においては、必要な検査機器の整備及び検査担当者の配置、又は、

検査を実施する医療機関との連携体制の構築により、出生児に対し新生児聴覚検査

を早期に実施できる体制を整えること。新生児聴覚検査を実施する機関（以下「検

査機関」という。）については、リファー（要再検）のケースについては、精密検

査を実施する医療機関に適切につなげられるよう、連携体制の構築を図ること。 

（２）確認検査でリファー（要再検）となった児が、生後３週間以内に先天性サイトメ

ガロウイルス感染症の検査を受けることが強く推奨されていることを踏まえ、検査

機関においては、新生児聴覚検査の確認検査でリファー（要再検）となったケース

について、先天性サイトメガロウイルス感染症の検査を必要に応じて遅滞なく実施

できる体制を整えること。また、先天性サイトメガロウイルス感染症の検査が陽性

のケースについて、適切な治療を行うことができる体制（小児科等の医療機関との

連携体制を含む）の構築を図ること。 

（３）精密検査を実施する医療機関は、精密検査の結果、異常があると認められた児 

に対する療育が早期に開始されるよう、療育機関との連携体制の構築を図ること。 
 
２ 検査機関における対応 

（１）検査機関は、検査の実施に当たり、保護者に誤解や過剰な不安感を与えないよ

う、保護者に対し、検査の目的・内容・方法についてわかりやすく説明するよう努

めること。 

（２）検査機関は、検査の結果、リファー（要再検）のケースについては、保護者に対

し十分な説明を行うよう努めること。また、確認検査でリファー（要再検）のケー

スについては、生後３週間以内の先天性サイトメガロウイルス感染症の検査を実施

することが強く推奨されていることに留意し、適切な対応を行うこと。 

（３）検査機関は、保護者に説明し同意を得た上で、母子健康手帳に検査機器・検査年

月日・結果等を記録すること若しくは検査結果の写しを添付すること、又は、検査

結果の写しを保護者に渡すことに努めること。指定養育医療機関において、聴覚検

査を実施する場合においても同様であること。 
 
３ 検査時期 

（１）分娩取扱機関において新生児聴覚検査を実施する場合は、おおむね生後３日以内

に行う初回検査の結果、リファー（要再検）のケースについては、おおむね生後１

週間以内に確認検査を行うこと。分娩取扱機関において新生児聴覚検査を実施しな

い場合は、出生児が退院後可能な限り早期に検査を受診できるよう、検査機関との

連携を図ること。 

確認検査でリファー（要再検）となった児が、生後３週間以内に先天性サイトメ

ガロウイルス感染症の検査を受けることが強く推奨されていることを踏まえ、出生

児が早期に検査を受診できるよう、留意すること。 



 

（２）精密検査は、先天性サイトメガロウイルス感染症の尿核酸検査が陽性の場合は生

後２か月以内に、陰性の場合は遅くとも生後３か月以内を目途に実施することが望

ましいこと。精密検査を実施する機関は、予約待機時間等、診断に遅れが生じない

よう配慮すること。 

（３）精密検査の結果、支援が必要と判断された児については、保護者に、児のニーズ

に応じた療育の選択肢（手話、補聴器、人工内耳等）等の適切な情報提供を行った

うえで、遅くとも生後６か月頃までに療育が開始されることが望ましいこと。 

（４）未熟児など特別な配慮が必要な児への検査時期については、（１）から（３）ま

でにかかわらず、医師により適切に判断されることが望ましいこと。 
 
４ 検査方法 

聴神経難聴スペクトラム（Auditory neuropathy spectrum disorders(ＡＮＳＤ)）

では、内耳機能は正常又は正常に近いため耳音響放射検査（ＯＡＥ）ではパス（反応

あり）となるものの、聴神経機能は異常であるため自動聴性脳幹反応検査（自動ＡＢ

Ｒ）ではリファー（要再検）となる。このため、初回検査及び確認検査は自動聴性脳

幹反応検査（自動ＡＢＲ）で実施することが望ましいこと。 
 

 ５ その他 

   検査機関は、新生児聴覚検査の精度の維持向上を図ることが望ましいこと。 



【別添２】

※初回検査：おおむね生後３日以内に実施

パス（反応あり）　　 リファー（要再検）

※確認検査：おおむね生後１週間以内に実施

パス（反応あり）　　 リファー（要再検）
　　　　

　　　　（　要　精　密　検　査　）
　　　　

　　　　　　　精　密　検　査
　　　　　　 　耳鼻咽喉科精密検査機関（注３）等

　　　　 　　　　　

　　　　　　　　　
パス（聴覚障害なし）　　（　　聴　覚　障　害　あ　り　　）

　　　　　　　早　期　療　育　 　　　※遅くとも生後６か月頃までに開始

注１：未熟児など特別な配慮が必要な児への検査時期については、上記にかかわらず、医師により適切に判断されることが
　　　望ましい。

注２：確認検査でリファー（要再検）であった場合、生後3週間以内に尿を採取し、先天性サイトメガロウイルス感染症の尿核酸検査を

実施することが強く推奨されている。

注３：日本耳鼻咽喉科学会が定める「新生児聴覚スクリーニング後の精密検査機関リスト」を参照すること。

https://www.jibika.or.jp/modules/hearingloss/index.php?content_id=6

　＜　用語解説　＞

　　新生児聴覚検査
　　　・・・新生児期において、先天性の聴覚障害の発見を目的として実施する聴覚検査

　　自動ABR（自動聴性脳幹反応（Automated Auditory Brainstem Response））

　　ABR（聴性脳幹反応（Auditory Brainstem Response））

　　OAE（耳音響放射（Otoacoustic Emissions））
　　　・・・内耳から外耳道へ放射される微弱な音信号を集音して得られる反応で、内耳有毛細胞機能を評価する検査

新生児聴覚検査の流れ（注１）

　　　　　は地方交付税措置の対象となっている検査

初回検査 ：自動ＡＢＲ(ない場合はＯＡＥ）

確認検査 ：自動ＡＢＲ(ない場合はＯＡＥ）

　　　・・・新生児聴覚スクリーニング用の聴性脳幹反応検査。自動判定機能をもたせるもので、判定基準は35dBに設定される

　　　・・・睡眠下に刺激音を聴かせて頭皮上から得られる聴性電位変動で、聴覚脳幹機能を評価する検査

先天性サイトメガロウイルス感染症の

検査の実施（生後３週間以内）（注２）

※先天性サイトメガロウイルス感染症の検査結果が、

陽性の場合には生後２か月以内、

陰性の場合には生後３か月以内を目途

に実施

https://www.jibika.or.jp/modules/hearingloss/index.php?content_id=6
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こども家庭庁成育局母子保健課長 

 

 

「新生児聴覚検査の実施について」の一部改正について 

 

 

新生児聴覚検査については、「新生児聴覚検査の実施について」（平成 19

年１月 29日雇児母発第 0129002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子

保健課長通知）により行われているところです。 

小児難聴の主要な原因の一つである先天性サイトメガロウイルス感染症

について、症候性先天性サイトメガロウイルス感染症に対する治療薬が初

めて保険適用されたことや新生児聴覚検査の確認検査でリファー（要再

検）になった場合、生後３週間以内に先天性サイトメガロウイルス感染症

の検査を行うことが強く推奨されていることから、母子保健法施行規則の

一部を改正する内閣府令として、母子保健法施行規則（昭和四十年厚生省

令第五十五号）の一部を改正したことを踏まえ、同通知の一部を別紙新旧

対照表のとおり改正し、令和７年４月１日から適用することとします。主

な改正の内容は下記のとおりです。 

各都道府県におかれては、十分御了知の上、貴管内市区町村及び関係団

体等に周知をお願いいたします。 

なお、関係団体に対しても、別添のとおり、周知しておりますので御了

知いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

〇改正の内容 

・ 新生児聴覚検査の受診結果を確認し、確認検査でリファー（要再検）



 

となった児やフォローが必要な児とその保護者に対する適切な指導やフ

ァローを行うこと。特に確認検査でリファー（要再検）であった場合、

先天性サイトメガロウイルス感染症の検査の実施状況を確認し、必要に

応じた指導やフォローを行う旨を追記したこと。 

・ リファー（要再検）となった児の保護者に対するロードマップの作成

に当たっては、平成 31年度厚生労働省子ども・子育て支援推進調査研

究事業で作成された「新生児聴覚検査から療育までを遅滞なく円滑に実

施するための手引き書」を参考にすることとお示ししていたが、この手

引書については近年の新たな知見を踏まえておらず、記述を削除したこ

と。 

・ 別添１「医療機関における新生児聴覚検査に関する留意事項」におい

て、精密検査は、先天性サイトメガロウイルス感染症の尿核酸検査が陽

性の場合は２か月以内、陰性の場合は遅くとも生後３か月以内を目途に

実施することが望ましい旨を追記したこと。 

 

 


